
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2026 年 4 月 28 日
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「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」の受賞について 

〜4 ファンドが「最優秀賞」、「優秀賞」を受賞〜 
 
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（東京都千代⽥区、代表取締役社⻑ 佐藤 

輝幸）は、「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」において、複数のファンドが最優秀ファンド賞ならびに優
秀ファンド賞を下記のとおり受賞いたしましたので、お知らせいたします。 

本受賞を励みに、日本の投資家の皆様の中⻑期的な資産形成に貢献できるよう、今後も、
運⽤⼒と商品開発⼒の向上に努めてまいります。当ファンドにつきまして、引き続きご愛顧賜りま
すようお願い申し上げます。 

記 
 

＜投資信託 10 年部門＞ 
カテゴリー 賞名 ファンド名称 

インド株式 最優秀ファンド賞 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 

※ イーストスプリング・インド消費関連ファンドは「投資信託 10 年／インド株式」部門において、
3 年連続での最優秀ファンド賞または優秀ファンド賞の受賞となります。 

 
＜投資信託部門＞ 

カテゴリー 賞名 ファンド名称 

インド株式 最優秀ファンド賞 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 

インド株式 優秀ファンド賞 
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 
愛称︓＋αインド（プラスアルファインド） 

国内中小型株式 優秀ファンド賞 
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株
ファンド 

※ イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドは、「投資信託／国内中小型株
式」部門において、3 年連続での最優秀ファンド賞または優秀ファンド賞の受賞となります。 

 

以上 

Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026 について 
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び
完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推
奨、⼜は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信⽤格付業ではなく、⾦融商品取引業等
に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信⽤格付業以外の業務であり、か
つ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信⽤格付⾏為に不当な影響を及ぼさないための措置が
法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他⼀切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、
無断複製・転載等を禁じます。 

※当該評価は 2026 年 3 月 31 日時点で過去の⼀定期間の実績を分析したものであり、将来の運⽤成果等を
保証したものではありません。 
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【イーストスプリング・インベストメンツについて】 
イーストスプリング・インベストメンツは、1848 年設⽴以来 175 年以上にわたり⾦融サービスを提
供している英国プルーデンシャル・グループの資産運⽤会社として、約 2,780 億米ドル（約 43
兆円、2025 年 12 月末現在、1 米ドル＝156.66 円）の運⽤資産を有しています。 
イーストスプリング・インベストメンツは日本をはじめシンガポール、中国、香港、インド、インドネシ
ア、マレーシア、タイ、台湾、ベトナム、ルクセンブルグ、米国の 12 のマーケットで資産運⽤事業を
展開しています。 
イーストスプリング・インベストメンツは、国際連合から支持を受ける責任投資原則（PRI）の署
名機関として、投資責任原則に基づく ESG を投資決定プロセスに導入することに取り組んでいま
す。 
 
 
【最終親会社について】 
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最
終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャ
ル社、および英国の M&G 社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありま
せん。イーストスプリング・インベストメンツの最終親会社は、175 年以上の歴史を有し、アジア・ア
フリカ地域を中心に業務を展開しています。ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポールの証券取引
所に上場しています。 
 
 
【イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 会社概要】  
◆ 設⽴︓ 
◆ 資本⾦︓ 
◆ 住所︓ 
◆ 登録番号︓ 
◆ 加入協会︓ 
◆ ホームページ︓ 
◆ 運⽤資産残⾼︓ 

1999 年 12 月 
6 億 4,950 万円 
東京都千代⽥区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング 
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第 379 号 
⼀般社団法人資産運⽤業協会 
https://www.eastspring.co.jp/ 
約 6,979 億円（2026 年 3 月末日時点） 

 

【本ニュースリリースに関して】 

 

 
 

※当資料は、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。 
※当資料は、投資勧誘を目的とするものではありません。 

260413(01) 



 
 

当資料に関してご留意いただきたい事項 
 当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、情報提供を目的として作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく

開⽰資料ではありません。また、特定の⾦融商品の勧誘・販売等を目的とした販売⽤資料ではありません。 
 当資料は、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。 
 当資料の内容は作成日時点のものであり、当社の⾒解および予想に基づく将来の⾒通しが含まれることがありますが、将来予告な

く変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。 
 当資料で使⽤しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や

将来の予測を⽰したものであり、将来の運⽤成果を保証するものではありません。 
 当社による事前の書⾯による同意無く、当資料の全部またはその⼀部を複製・転⽤並びに配布することはご遠慮ください。 
 
投資信託に係る費用について 
投資信託では、⼀般的に次の⼿数料・費⽤をご負担いただきます。その料率はそれぞれの投資信託によって異なりますので、詳しくは投
資信託説明書（交付目論⾒書）や契約締結前交付書⾯をご覧ください。下記は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が設
定・運⽤する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費⽤における最⾼の料率を記載しています。 
 購入時⼿数料〔最⾼料率 3.85％（税込）〕︓投資信託の購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提

供、購入に関する事務⼿続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。 
 信託財産留保額〔最⾼料率 0.3％〕︓投資信託の換⾦時に直接ご負担いただくものです。 
 運⽤管理費⽤（信託報酬）〔実質最⾼料率年率 1.98％（税込）〕︓純資産総額に対して⼀定の料率を、信託財産を通じ

間接的にご負担いただくものです。計算期間を通じて毎日費⽤として計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは
毎計算期末または信託終了時に支払われます。  

 その他の費⽤・⼿数料︓信託事務の処理等に要する諸費⽤（監査費⽤、目論⾒書および運⽤報告書等の印刷費⽤、公告費
⽤等）は、純資産総額に対して年率 0.10％を上限とする額が毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に信託財産から
支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託⼿数料、外国における資産の保管等に要する費⽤、信託財産に関す
る租税等についても信託財産から支払われます。その他の費⽤・⼿数料は、運⽤状況等により変動するため、事前に料率・上限
額等を表⽰することができません。 

上記の有価証券売買時の売買委託⼿数料、外貨建資産の保管費⽤、信託財産における租税費⽤等を間接的にご負担いただきます。
また、他の投資信託へ投資する投資信託の場合には、当該投資信託において上記の⼿数料・費⽤が掛かることがあります。 
※上記の費⽤の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することはできません。 
本資料は、特定のお客様の特定の投資目的および財務状況または要望を考慮して作成されたものでありません。 
 
投資信託のお申込みに関してご留意いただきたい事項 
 投資信託は、預貯⾦および保険契約ではなく、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありま

せん。また、銀⾏など登録⾦融機関で購入された場合、投資者保護基⾦の補償対象ではありません。 
 過去の実績は、将来の運⽤成果を約束するものではありません。 
 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準

価額は変動します。したがって、ご購入時の価額を下回ることもあり、投資元本が保証されているものではありません。これらに伴うリ
スクおよび運⽤の結果生じる損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。 

 ご購入の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等（目論
⾒書補完書⾯を含む）の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご⾃⾝でなさいますようお願いいたします。 

 
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商） 第 379 号  
加入協会 ⼀般社団法人資産運⽤業協会 


